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１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

理事長　　村上　　博

横浜市中区山手町１１０ ０４５－６２２－６６６６

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等

　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

6,843人

1,308人

(1,040人)

761人

自己評価＝Ａ
　特別展３回（うち１回は年
度末の６日間）、企画展３回
を開催し、年間の展示室入
場者数（47,774人）は指定
管理者制度導入後最多を
記録。昭和59年の開館以
降でも歴代３位の動員と
なった。また、閲覧室利用
者数（6,301人）はほぼ前年
度並み、会議室利用者数
（19,091人）は前年度より
128人増だった。全体として
前年度より1,645人増加し、
目標を大きく上回った。

自己評価＝A
　夏、春の長期休みの期間
に紙芝居、映画会、絵本の
読み聞かせのイベントを実
施し、多くの親子連れが参
加した。夏期のイベントは、
同時期に開催の絵本作家・
西村繁男展に因んだ行事
を行った。高等学校文化連
盟との共催行事も実施し、
中高生の来館数増加を
図った。

(66,500人) (67,000人)

所在地

利用者数（展示・閲覧・会議室利
用）

53,000,000

73,166人

(65,000人)

公益財団法人神奈川文学振興会

％県出資率 48.2

昭和57年４月１日（名称変更：平成23年４月１日）

円

（ 様式３）

法人名

円

29年度28年度 30年度 31年度 32年度

（参考）上記以外の利用者数（館
内主催イベント参加者数）

(65,500人) (66,000人)

経営改善目標の達成に向けた取組状況

基本財産等

代表者名設立年月日

電話番号

110,000,000

若年層向け行事参加者数

県出資額

○ 当財団は指定管理者として神奈川近代文学館の運営にあたっている。 平成28年度の特別展は、 春に没後100年の節目を
迎えた作家・ 夏目漱石、 秋に没後３ 年の戦後派作家・ 安岡章太郎、 年度末に俳人・ 正岡子規を採り上げた。 また、 企画展
では、 詩人・ 鮎川信夫、 絵本作家・ 西村繁男、 社会派作家・ 井上光晴などジャンルや活動時期の異なる多彩な文学者を採
り上げ、 年間展示室入場者数では歴代３ 番目となった。 特に夏目漱石展は、 小学生から中高年層まで幅広い世代から好評
を得たことで、 年度を跨ぐ会期全体で展示入場者数約３ 万人弱、 観覧料収入約1, 000万円と、 １ 展覧会として過去最高の
数値を記録した。 秋の安岡章太郎展は入館者数に大きな伸びはなかったものの、 コミ ックとのコラボレーショ ン企画によ
り若年層の動員で一定の成績を収めることができた。 また、 正岡子規展は句会、 短歌結社などを通じて動員を図り、 更に
新聞報道、 SNSの活用などで適時広報を実施した結果、 順調に入場者数を伸ばした。
〇展示観覧料収入は、 夏目漱石展の強い牽引により平成18年度の利用料金制導入後で２番目となる高い収入を確保し、 こ
の増収益をもとに館施設の長寿命化、 次年度展覧会の準備等の充分な補正を行った。
〇そのほかに鮎川信夫、 西村繁男、 井上光晴の各企画展では館蔵資料を活用し、 かつ県にゆかりの深い文学者を扱うこと
で、 当館ならではの作家展を実施した。 入場者数こそ各展示とも大幅な伸びはなかったが、 企画展開催を望む熱心な読者
からは高い評価を得ることができた。
〇文学展は採り上げる作家や企画内容で動員、 収益が大きく 左右される場合が多い。 作家個々 の動員力を見極め、 更に効
果的な広報活動を実施することで、 安定した動員と利用料金収入を確保し、 文学館事業を円滑に運営することが当財団に
求められる課題と考えている。
○ 展示企画に連動した講演会等の行事、 高等学校文化連盟図書専門部との協力事業、 児童向け行事を含む文字・ 活字文化
振興事業などのイベント を年間で大小109回実施した。 また、 文字・ 活字文化振興事業の一つであるパネル巡回文学展
は、 夏目漱石の記念年にあたったことも功を奏し、 過去最高の年間28回の開催、 参加者約４万２ 千人を記録。 また同時に
中・ 高・ 大学などの教育機関、 類似施設、 出版社、 企業団体とのイベント 共催などを実施したことで館利用者数の増大を
図った。 今後も民間事業者とのコラボレーショ ンや県内外の教育・ 研究機関と連携した時宜を得た話題性のあるイベント
を開催することで若年層へのアピール、 動員増を図ることが必要と考える。

項　　　　　　　　　目 　　年度 自己評価結果・摘要

（参考）かなぶんキッズクラブ参加者数

(1,120人)(1,100人)(1,080人)(1,060人)
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(6,429千円)

788,556kwh

(783,000kwh)

16,288千円

(19,100千円)

「神奈川近代文学館友の会」の
会員数

(140,000件)

15,522千円

(8,974千円)

8,038千円事業収入

(9,024千円)

24校

(14校)

195,748件

(9,074千円) (9,124千円) (9,174千円)

(6,479千円) (6,529千円) (6,579千円) (6,629千円)

自己評価＝Ａ
　電気料金の節減を図るた
め会議室照明のＬＥＤ化、
全熱交換器の整備点検等
を実施し、光熱費の抑制に
取り組んだ。電力使用量が
若干増え、目標達成は叶わ
なかったが、基本料金の値
下げなどもあり、使用料金
の節減では充分な成果を
上げた。
　その他、経費節減に関す
ることとして、特別展では東
急、相鉄、京急の協力を得
て（東急は更に企画展も）ほ
ぼ各線全駅で広報を実施
し、極めて低いコストで安定
した宣伝活動を実施出来
た。

(782,500kwh) (782,000kwh) (781,700kwh) (781,500kwh)

自己評価＝Ａ
　年度当初の夏目漱石展の
好調で入会者が増え、会員
数の目標を達成するととも
に、３年連続で1,000人台を
維持した。メルマガ会員数
も同様に上昇した。

(1,000人) (1,010人) (1,015人) (1,020人)

（参考）メルマガ会員数

1,038人

(990人)

(19,000千円)

自己評価＝A
　図録の販売収入は、夏目
漱石展の図録増刷と完売
により前年度（3,843千円）
に比べ、45.5％増の5,592
千円となった。講演会等受
講料収入は前年度（2,038
千円）比4.5％増の2,130千
円、これも夏目漱石展の好
調で増収となった。事業収
入全体も前年度比25.2%増
となり、充分な成果が得られ
た。

自己評価＝Ａ
　利用料金収入は前年度
比7.1％増となり、目標を大
きく上回る好成績をあげた。
観覧料収入は春の夏目漱
石展(28年度分は9,181千
円)の好調が牽引し、年間
収入（13,019千円）の７割を
占めた。次に貸会議室使用
料収入（2,503千円）は前年
度（2,464千円）を若干上回
る収入を確保できた。

利用料金収入

1,427人

(15校)

(180,000件)

年間電力使用量・電気料金

(19,400千円) (19,100千円) (19, 050千円)

パネル巡回文学展の実施校数
（学校開催分）

自己評価＝Ａ
　主に県内中・高等学校の
図書室等へのパネル文学
展の巡回を行った。28年度
から追加した夏目漱石展パ
ネルの貸し出しが好調で、
大幅に参加校数を伸ばし
た。夏目漱石は28、29年と
没後100年、生誕150年の
節目の年が連続するので、
話題性も高く、今後も好成
績が期待できると考えてい
る。

(14校) (14校) (14校)

ＨＰアクセス件数
自己評価＝Ａ
　数値は前年度比約7.5％
減となったが、SNSの活用、
「夏目漱石デジタル文学
館」の画像アーカイブの充
実などでHP全体の利便性
も高まり、目標を大幅に上
回ることができた。

(150,000件) (160,000件) (170,000件)
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4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)

評価結果

総務課長　 安藤　 和重法人記入者名 　 　 文化課　 中田　 あゆ美　 　 (内線　 3812)

○ 平成28年度は、展示室・閲覧室・会議室の利用者数で、達成率112.6%と目標を大きく上回った。これは、平成27年度末から５月に
かけて開催した夏目漱石展の好評によるもので、会期全体の展示室入場者数が29,430人となり、１展示あたりの入場者数で開館以
来最多となったためである。平成28年は夏目漱石の没後100年の記念年であり、初展示の資料の展示をはじめ、展示室を３室使うな
ど展示内容が充実し、若年層から高齢者層まで、多くの世代の方が来館した。夏目漱石、鮎川信夫、安岡章太郎、井上光晴の展示
では、館蔵のコレクションを十分に活用し、施設の特色を活かした展示を行った。年間で展示室入場者数は、47,774人と、指定管理
者制度導入後最多となり、閲覧室利用者数はほぼ前年度並み、会議室利用者数は増加した。
○ 展示以外の点においても、若年層に向けた取組みを多数実施している。夏休み、春休みの定番となりつつある「かなぶんキッズク
ラブ」や、高等学校文化連盟と共催の高校生向けイベントの実施など、取組みの充実が参加者数の実績につながった。また中学
校、高等学校等に過去の展示のパネルの貸出を行う「パネル巡回文学展」の実施校数は、昨年度の17校から24校へと大幅に伸び、
目標を達成した。このような取組みは若年層が文学に親しむきっかけとなるため、今後も継続していくことが期待される。
○ 平成28年度は、ホームページのアクセス件数が好調だった前年度より減少したものの、目標を大幅に達成した。SNSの活用で若年
層への周知を進めるとともに、「夏目漱石デジタル文学館」の画像アーカイブの充実など、施設独自の取組みも実施している。今後
も、広報の重要な役割を果たすホームページの内容の充実に向けた取組みを継続してほしい。
○ 夏目漱石展の好調により、利用料金収入、事業収入共に目標を十分に達成した。また、友の会会員は、３年連続で1,000人を超
え、目標を上回った。今後も安定した経営を続けるために固定的な利用者を増やすことは重要であるため、友の会会員やメルマガ会
員の増加に向けた広報活動やイベントの実施など、継続した取組みを行ってほしい。
○ 経費削減への取組みとして、電気使用量は目標を達成できなかったものの、照明のLED化などの取組みを進め、電気料金は前年
度よりも削減することができた。鉄道会社と連携した広報活動など、その他の経費削減の工夫を今後も続けてほしい。

○ 指定管理者制度導入後の展覧会事業では、年度当初から晩秋にかけて特別展、企画展４回を集中的に開催することで動員増を
図り、持続した安定収入を確保できるよう取り組んで来た。平成28年度開催の夏目漱石、鮎川信夫、安岡章太郎、井上光晴の各企
画展は、いずれも豊富な館蔵資料を軸に構成し、動員や収入の面で大きな成果を上げることができた。特に夏目漱石展では朝日新
聞社との共催が広報面で大きなメリットになったと考えている。今後も利用者数、観覧料収入、事業収入の水準を維持できるように心
掛けたい。
○ 動員力を向上させる目的で展示会期中に、関連の各種イベントを開催した。作家・研究者による講演会と対談、俳優を起用した朗
読会、新たな行事としては文芸漫談など、常に話題性の高いイベントを提供できた。今後もこの方針に沿って、更に動員力を充実さ
せる新規の行事を実施したいと考えている。具体的には、複数の作家による各自の文章批評会など新たなスタイルの行事を企画す
ることで、文学愛好者を引きつけるより魅力的な事業を展開していきたい。
○ 県内各公立図書館、公私立中・高等学校などへの巡回パネル文学展の支援事業については、平成28年度から再雇用職員１名を
新たに事業専門員として配置し、高文連や中・高等学校との連携を緊密に図った。その結果、年間の利用施設（学校）数、開催件
数、参加者数の全てで過去最高の成果を残すことができた。平成29年度も人気の漱石展パネルに続き、新たな作家のパネル展セッ
トを投入する予定で、さらに参加施設（主に学校）数を増やしたい。さらに、若い世代に人気のある作家を講師とする高校生限定文芸
講演会、県高文連と提携したビブリオバトルなどのイベント開催なども今後継続し、若年層の注目を集めることで親しみ易い文学館
のイメージを定着させていきたい。
○ 平成28年度から新たにSuica、Pasmoなど電子マネーによる入館料徴収を開始した。この導入によってその後複数回にわたり関東
圏のJR主要駅で宣伝パンフレット配架の優遇が受けられたことも成果の一つである。また、電子マネー導入は釣銭準備の軽減にも
寄与し、導入の目的は充分達成されたと考えている。平成29年度から新たに大手新聞の購読者向けの割引券販売を実施したいと
考えている。新聞購読者層である中高年層の更なる動員に結びつけていきたい。

所管課記入者名
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１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

朝日　富士子

茅ヶ崎市汐見台１番７号 0467-87-5379

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等
　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

（ 様式３）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

法人名 公益財団法人　かながわ海岸美化財団

設立年月日 平成3年4月1日 代表者名

所在地 電話番号

基本財産等 1,789,278,035 円 県出資額 1,400,000,000 円 県出資率

① 海岸清掃

ビーチクリーナーの計画的更新

① 海岸清掃

トラック等業務車両の見直し及び更
新

自己評価＝Ａ
　本部普通車両の更新時期改定

片瀬東浜１台更新

(片瀬東浜１台更新 )

78.2 ％

①  基本財産の運用収入の確保
②  海岸清掃事業負担金等の財源の確保
③  河川上流域からの流入ごみの削減
④  限られた予算の中での効率的な事業の運営

項　　　　　　　　　目 28年度 自己評価結果・摘要

① 海岸清掃

財源の確保 自己評価＝Ａ
国庫補助を活用し清掃の充実を図っ
た。

27年度

213,450千円

(200,216千円)

211,995千円

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業

ボランティア清掃の拡充

自己評価＝Ａ
　企業や団体等との連携強化を図っ
た結果、ボランティア参加者数は目標
値を超えた。

自己評価＝A
　計画以上。新規加入勧誘活動に努
め、目標を超えた

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業

サポーター企業・団体の確保

自己評価=A
   財団のオリジナルカレンダーを用い
ての寄付金増収や協賛法人・団体の
広報などに努め、ごみ袋等の物品寄
付を含む新規獲得を得て大幅に目標
を達成

自己評価＝Ａ
　ほぼ計画通り  (高利率預金の預け
替えに伴う定期預金収入)

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業

会員の確保

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業

基本財産の運用

横三パトロール車1台

(横三パトロール車、本部普通車の2
台)

39,953千円

(39,955千円)

 2,289千円
  (2,540千円)
法人　16(15)

160口
団体　41(57)

41口
個人163(140)

279口
　計　220

現金1,900千円及び物品2,650千円
計4,550千円

（3,700千円）

160,056人

(158,000人)

（214,175千円）

平塚・大磯１台更新

(鵠沼辻堂1台更新 )

自己評価＝Ａ
　計画変更　　１台更新は計画通りと
するが、配置海岸は有効活用の観点
で見直し、平塚大磯に新たに配置す
ることとしたもの

28年度

横三直営班車両１台リース

(横三直営班車両リース、本部普
通車の2台)

39,979千円

(39,955千円)

 2,986千円
  (2,560千円)
法人　20(15)

200口
団体　54(58)

62口
個人211(145)

366口
　計　285

現金2,150千円及び物品3,640千
円

計5,790千円

（3,900千円）

161,671人

(161,000人 )
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１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

（ 様式３）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

② 海岸美化啓発、美化団体支援、
調査研究事業
総合学習研修受入
　平成25年度以降は「総合学習研
修受入(学校キャラバン）」

自己評価＝Ａ
　教育機関の授業数の変更により総
合学習の時間数が減少した影響は多
少あったが、教育委員会の協力を得
て公立小中学校校長会でのプレゼン
などを行い参加者数は目標数値を大
幅に超えた

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業

ごみ量の調査

自己評価＝Ａ
　計画通り

実　施
（実施）

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業

企業研修の受入 自己評価＝Ａ
　企業数は目標数値を下回ったが、
参加者数は目標数値を大幅に超えた

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業
総合学習研修受入のうち学校キャ
ラバンの受入
　平成25年度以降は「総合学習研
修受入(学校キャラバン）のうち内陸
部・河川上流部」

自己評価＝Ａ
　学校数は目標数値を下回ったが、
参加者数は目標数値を大幅に超えた

1校50人
(9校650人)

24企業
2,514人
(23企業
1,840人)

③ 組織運営

駐在事務所の維持 自己評価＝Ａ
　計画通り

維持

(  -   )

③ 組織運営

職員の適正配置
自己評価＝Ａ
　計画通り

② 海岸美化啓発、美化団体支援、調査
研究事業

海岸ごみの発生源調査 自己評価＝Ａ
　計画通り

調査方法検討
（調査方法検討）

(役員)  1名
(職員)  9名
( 計 ) 10名

　(同上)

　県と13市町の協調行政の一環として平成３年４月に財団が設立され、これまで４回にわたって経営改善計画を策定し、着実な改善を図ってきた。厳
しい社会経済状況を踏まえつつ、効率的な財団運営をめざし、25年度からは実績を踏まえて年度ごとに計画を見直し、経営改善目標が達成できる
よう、経営改善を進めている。
　海岸清掃については、県と市町の清掃負担金が漸減する中、国庫補助金による県の基金を活用した緊急清掃等の実施や、効率的な業務執行に
より効果的な海岸清掃を実施している。
　海岸美化啓発、美化団体支援、調査研究事業については、基本財産の運用益や会費・寄付金等の自主財源を充てている。このため、財源の充実
を図るために、平成25年4月1日に会員制度を見直して会員の拡大を図ったほか、財団のオリジナルカレンダーを作成し、これをツールに寄付金の増
収につなげた。業績格差が拡大するなど地元企業にとっても依然として厳しい経済状況ではあるが、ホームページやフェイスブック等で財団活動を
分かりやすく発信し、会員の拡大を図るとともに寄付金等の確保にも努めた。
　組織運営にあたっては、職員の適正配置と育成を進め、駐在事務所を維持するとともに限られた資源のもとで効率的な運営に努めた。
　県民や企業等との連携強化では、ボランティア活動に関連する企業・団体との連携強化に取り組んだ結果、海岸清掃ボランティア参加者数につい
ては、平成25年度には財団設立以来初めて15万人を超え、さらに27年度、引き続く28年度には16万人を超える参加者を得た。企業研修の受入れで
は、26年度に比べ件数、人数ともに大幅に増加し、総合学習の受入れでは人数は目標を達成した。学校教育課程の見直しに伴う授業時間数削減
から学校キャラバン等の実施が困難になってきたが、29年度以降は、県や市の教育委員会等の協力のもと、さらなる情報の提供、情報発信に取り組
み、小・中学校等や団体、企業等との連携強化を図ることとする。

③ 組織運営

海岸美化充実・強化検討会議への
参画及び海岸美化協議会の場の活
用

自己評価＝Ａ
　計画通り

参画
（参画）

41校2,915人
（58校2,900人）

58校3,687人
（59校2,950人）

9校1,056人
(10校700人)

23企業
2,412人
（24企業

  　1,720人）

実　施
（実施）

実　施
（実施）

(役員)  1名
(職員)  9名
( 計 ) 10名

　(同上)

維持

(  -   )

参画
（参画）
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１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

（ 様式３）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)

 評価結果

　価値観が多様化する中、財団活動の情報発信に励むなど会員数と寄付金の拡大を図るなど寄付金の増収に努め、この結果、自主財源の確保は
順調であった。さらに、企業や団体等との連携強化を図るとともに、ホームページやフェイスブック等のSNSを活用した積極的に情報を発信した結果、
ボランティア参加者数は平成27年度以降、16万人を超えることとなった。また、総合学習研修受入については、目標値を上回る参加人数を達成して
おり、企業研修の受入についても、平成27年度と同等の高い水準を維持するなど、安定した事業運営が行われている。今後も引き続き、財源の確保
等、経営基盤の強化に努め、経営改善目標の達成に向け指導していく。

法人記入者名 海 北 　 仁 所管課記入者名 　 　 　 杉田　 克貴　 　 　 (内線4152)
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経営改善目標（ 目標年度： 平成28年度）  

(法人名)  公益財団法人かながわ海岸美化財団

１   社会情勢の変化に対応した今後の法人の使命・ 担うべき役割 

厳しい社会経済状況や環境意識の高まりなどを意識しながら、 相模湾沿岸を中心とする海岸の清

掃、海岸の美化に関する啓発、美化団体の支援及び海岸美化に関する調査研究等を行うことにより海

岸の美化を図り、海岸の自然環境の保全と利用環境の創造に寄与することを目的とし、事業展開を図

ってきている。 公益法人制度改革に伴い、 神奈川県の認定を受け、 平成23 年4 月8 日に公益財団法

人として新たにスタート した。 今後とも公益法人としての役割をしっかりと果たす。  

２   県が法人に期待する役割 

（ 公財） かながわ海岸美化財団は、サーフ' 90の事業成果を踏まえ、「 一体的、計画的な海岸清掃管

理主体」 及び「 総合的な海岸美化推進拠点」 として、 平成３年に県及び関係市町等により設立された

もので、今後も海岸の清掃等を行うことにより、相模湾沿岸の自然環境の保全と利用環境の創造に寄

与することを期待する。

３   法人運営における現状の課題 

財団が設立されてから 20余年、 処理する海岸のごみ量にはほとんど変化が見られない中で、 県・  

市町が負担する清掃費は厳しい状況が続いている。清掃業務の改善など、効率的な運営に努める一方、

国の緊急雇用対策や環境対策の補助金を活用した事業を県から受託し実施するなど時限的財源の活

用にも努めているが、清掃水準の維持のためには国の財政措置等を含め清掃費の確保は大きな課題で

ある。  

また、美化啓発、美化団体支援、調査研究の事業費や財団の管理費は、基本財産の運用益、会員会費、

寄付金等の自主財源で賄っている。 基本財産の最終利回りは、 年2. 2％台で推移しており、 今後の増嵩

を見込める状況にはない。平成25年4月1日に会員制度を見直した結果、平成24年度に比べ会員数の

増加を図ることができ、寄付金についても企業協賛物品を含め 24 年度より多く の支援を得ることがで

きた。 今後とも、 会員加入や寄付金、 企業協賛について積極的な働きかけを行う必要がある。 

４   経営改善目標 

○   経営改善の基本的な考え方 

財団運営については、 平成24年3月に策定した経営改善計画（ H24年度～H28年度） に沿った

取り組みを展開する。

１   県と相模湾沿岸 13 市町の「 なぎさのごみフォーラム共同宣言」 の目標を踏まえた経営共同宣

言の目標 

① 財団を拠点として、海岸美化の取組を今後とも継続、発展させるとともに国の財政措置等施

策の充実を求める。  

② 海岸ごとの魅力やごみ量、清掃の実態をわかりやすく 情報提供し、多く の市民や団体、企業

等が清掃活動や資金協力等に参加しやすい環境づく りを進める。  

③ 海岸ごみを減らすため、河川上中流域の自治体や団体と連携した環境美化の取組を進めると

ともに、学校とも連携してこども達への環境教育を進め、発生抑制の取組を幅広く 展開する。
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④ 海岸ごみの調査を継続して実施し、効果的な散乱防止を図るとともに環境負荷の低減に努める。

      ２   公益財団法人としてのコンプライアンスを堅持し、各種法令を順守した円滑な運営を行うと

ともに、事故や不祥事の未然防止に努め、環境学習や海岸作業における安全管理等について日

頃から取り組む体制を整える。  

(1) 主要経営改善項目と目標 

① 海岸清掃 

ア  財源の確保 

       財団が行う海岸清掃は、県と市町が行っていたものを財団が引き継いだもので、県と 13市町の

負担金で実施している。しかし、負担金が漸減してきている中で、清掃水準の維持は限界となっ

ており、 県と 13 市町のスキームを維持しながらも新たな清掃財源の確保は切実な課題である。

恒常的な財源として平成21 年7 月に成立した海岸漂着物等処理推進法を踏まえた国の財政措置

等を県・ 市町を通じて要請していく 。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

海岸清掃事業（ 負担金収入額）

            う ち緊急清掃費 

195, 816千円

0千円

200, 500千円

4, 400千円

200, 500千円

4, 400千円

海岸漂着物等対策事業負担金  67, 097千円 4, 450千円  4, 450千円 

      ※   H26 の緊急清掃費については、 海岸漂着物等対策事業負担金で足りたため、 海岸清掃事業

（ 負担金収入額） の緊急清掃費は使用していない。  

イ   ビ ーチク リ ーナーの計画的更新 

      現在 9 台保有しているビーチクリーナーは、 海岸という過酷な条件で稼働するため機械の損

傷・ 摩耗が激しく 故障が多い。このため、防錆対策やきめ細かなメンテナンス等に努めるが、修

理費等を総合的に考慮し、 更新計画を策定し、 計画的更新を図る。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

ビーチクリーナーの更新計画   

  計画的な更新で維持費の低減を図る
片瀬西浜(1台)  片瀬東浜(1台)  鵠沼辻堂(1台) 

ウ  ト ラ ッ ク 等業務車両の見直し 及び更新 

        財団が保有又はリースしている車両は5台であるが、老朽化の度合いや車両の使用目的等を十

分考慮した更新計画を作成し、 経費の節減を図る。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

ト ラック等の更新計画 

  適正車両を見極め、経費削減を図る 
- 横三パト ロール車 

横三直営班車両 

（ リース車）  

本部普通車 
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② 海岸美化啓発、 美化団体支援、 調査研究事業 

美化啓発事業や美化団体支援事業、調査研究事業は、基本財産の運用益等財団の自主財源により

    実施している。  

ア  財源の充実 

(ア)基本財産の運用 

          基本財産の運用は、 平成18年3月から超長期（ 30年） 国債を主とした運用に移行し、 平成

23年4月の県債及び7月の国債（ 額面1億9千万円） の償還に伴う再運用では、償還期限概ね

10年程度の国債で運用している。 低金利の中では比較的金利の高い国債で運用できているが、

今後とも金利の動向には注視していく 。  

（ 単位： 千円・ ％）

(イ) 会員の確保 

財団の活動に賛同し、事業の支援に貢献している会員制度は、財団発足時から暫く の間は順

調であったが、平成10年度から 24年度までは経済状況を反映して減少傾向にあった。このた

め、 平成25 年4 月1 日に会員制度を見直し、 会費に口数制を導入した。 法人・ 団体会員のう

ち 10 口以上の会費納入者については特別法人・ 団体会員と位置付け、 ホームページ等の広報

媒体でバナーを掲載するなどの特典を設けた。また個人会員については、会費のクレジット 払

いの簡易な納入方法も採用している。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

基   本   財   産    1, 789, 278 1, 789, 278 1, 789, 278

運

用

益

運   用   収   入  39, 872 39, 872 39, 872

購入時差額による影響額
83 83 83

小      計  39, 955 39, 955 39, 955

実  質  利  回  り  2. 23% 2. 23% 2. 23%

項    目 

経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

（ 上段： 人（ 団体） 数／口数    下段： 金額）

区分  H26（ 実績） H27  H28 

会員の確保 

H25より会員制度を見直し 

特別法人・ 団体

（ 1口1万円）  

  17／180

1, 800千円

15／160

1, 600千円

15／160

1, 600千円

法人・ 団体 

（ 1口1万円）

 43／44

440千円

57／57

570千円

58／58

580千円

個  人 

（ 1口１ 千円）

182／284

 284千円

140／370

370千円

145／380

380千円

会費収入  2, 524千円 2, 540千円 2, 560千円
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(ウ)サポーター企業・ 団体の確保

寄附による収入には、金銭と物品によるものがある。平成23年度の公益財団法人化に伴い、

        寄付金の優遇措置があるのでこの周知を図るとともに、ごみ袋や軍手、ごみ箱などを寄贈して

協賛する企業には、 企業のCSR活動としての活用を広報していく 。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

サポーター企業・ 団体の確保 

現金  257万円 190万円 200万円

物品  491万円 180万円 190万円

イ  ボランティ ア清掃の拡充

ボランティ アは、きめ細かな海岸清掃の担い手としてだけでなく 、ポイ捨て未然防止やごみの

発生抑制につながる市民活動であり、きめ細かな海岸情報の提供、ごみ袋の提供やごみの回収を

行うほか、 美化団体相互の情報交換や交流の場の提供に引き続き努めていく 。  

ウ  学校キャ ラ バン の推進 

        これまで、総合学習の受入れを希望する学校はほとんどが沿岸域に所在する学校であった。財

団の調査では海岸ごみの約7 割が河川由来であることを踏まえ、 設立20 周年記念事業の一環と

して、河川上流域や内陸部への出前環境教育として「 学校キャラバン」 を始めた。 県や市町村教

育委員会の協力のもと、 今後とも継続して進める。  

エ  企業研修の受入れ

企業のCSR活動の一環として、社員研修の中で環境貢献活動を行う企業が増えている。財団で

はビーチクリ－ンを推奨するとともに、講師の派遣や清掃用具の提供、ごみの回収等で支援を行

っている。 協賛企業の増を図るためにも今後とも受入れを積極的に進める。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

企業研修の受入 

企業の環境貢献活動との連携強化 

20企業 

1, 940人

23企業 

1, 840人 

24企業 

         1, 720人 

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

ボランティ ア清掃参加推進 
  清掃参加者への支援を強化 

  ボランティ ア団体との連携強化 
156, 576人  158, 000人  161, 000人 

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

学校キャラバンの推進 

（ 教育委員会・ 教育機関との連携強化）  

    うち内陸部・ 河川上流域

43件 

3, 441人 

58件 

2, 900人 

59件 

        2, 950人 

4校 

  618人 

9校

650人 

10校 

          700人
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オ  調査研究

海岸清掃や美化啓発の基礎資料を得るため、海岸ごみの実態調査、海藻処理調査、ビーチクリ

ーナーの改善等に取り組んできた。今後、海岸ごみの発生源などの調査を進め、効果的な散乱防

止策等を検討する。  

③ 組織運営 

(1) 職員の適正配置

        現在、常勤役職員の数は、平成7年度の14人から 4人の減員を行い、平成27年4月1日現在

10人（ うち非常勤職員1名） となっている。150kmに及ぶ海岸の状況把握、 清掃管理の的確な実

施やボランティ ア清掃、環境学習・ 研修の増加等や今後の財団の組織運営を考慮すると、 現行体

制の維持に努める必要がある。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

区 分  H26（ 実績）   H27  H28 

職員の適正配置と育成 

  最低限必要人員での適正配置 

役 員 

職 員 

1名 

9名 

1名 

9名 
同左

計  10名  10名  同左

  (2) 駐在事務所の維持

        横須賀市、三浦市、 葉山町の区域を担当するため、横須賀三浦駐在事務所を置いている。現在

2 名の体制で海岸清掃の実施、 ボランティ ア清掃や各種イベント 支援、 関係機関対応等を実施し

ている。 駐在の庁舎はプレハブ庁舎で設置後 23 年を経過しているが、 当面は修繕維持により延

命化を図り、 使用する。  

(3) 海岸美化充実・ 強化検討会議への参画及び海岸美化協議会の場の活用 

        県と関係市町及び関係機関により構成される「 海岸美化充実・ 強化検討会議」 へ参画して、海

岸美化に関する課題の整理共有化を図るとともに、学識者や関係団体等構成する「 海岸美化協議

会」 で幅広い識見を得て経営改善を進める。  

項      目 
経営改善目標（ 年度別達成目標数値）  

H26（ 実績）   H27  H28 

ごみ量の調査  実  施 実  施 実  施

海岸ごみの発生源調査  調査方法検討  調査方法検討  実  施

５   その他特記事項 

  この経営改善目標については、 毎年実績を反映させて改定していく ものとする。  
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１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

2 法人運営における現状の課題

3 経営改善目標の達成に向けた取組実績等
　*  各項目ごとに、下段の(  )内に目標を、上段に実績を記載してください。

(実施)

実施済み

(実施)

実施済み

(実施)

実施済み

(実施)

公社ホームページの充実（借受希望
者の募集、事業PRの情報提供等）

市町村、農業委員会、ＪＡ等に対する
最新事業資料の提供

実施済み

(実施)

実施済み

(実施)

農地中間管理事業ＰＲパンフレットの
配布

5,000部、19市町 35,000部、29市町 45,000部、29市町 自己評価＝A

(30,000部、29市町) (30,000部、29市町) (30,000部、29市町)

県が主催する農協融資担当者説明
会を活用した事業説明

農地売買等事業の売買面積

農地中間管理事業の貸借面積

3.2ha 16.0ha 20.7ha

(50ha) (150ha)

(350人程度) (350人程度)

横浜市中区山下町２番地 045-651-1703

県との共同による市町等への事業周
知活動

人・農地プランの話し合い等を活用し
た事業説明

所在地

18回/年

29市町、農協等

自己評価＝A

円 県出資額

経営改善目標の達成に向けた取組状況

(150ha)

昭和44年6月1日 佐藤　光徳

基本財産等

代表者名設立年月日

法人名 （公社）神奈川県農業公社

％50.0027,900,000

電話番号

55,800,000

自己評価＝A

全体会議、個別農業委員会研修会等
を活用した事業説明を実施した。

(３回/年) (３回/年) (３回/年)

９回/年

項　　　　　　　　　目

(10回/年)

５回/年

(10回/年)

(29市町、農協等)

29市町、農協等

26年度

(29市町、農協等)

農業委員会職員研修会等を活用し
た事業説明

４回/年

29市町、農協等

11回/年

27年度 28年度

- 279人 375人

(29市町、農協等)

(10回/年)

11回/年

1.2ha 自己評価＝B

農地中間管理システムの導入による
事務の軽減

1.9ha3.2ha

(4.0ha)

（ 様式３）

職員の中途退職により現場活動が進ま
ず、目標達成には至らなかった。

４市町延べ11回の人・農地プランの話
し合いに参加し、事業説明を実施し
た。

自己評価＝A

28年度 自己評価結果・摘要

自己評価＝A

　県内の農地集積を促進し、農地の有効利用を図るため、農地中間管理事業による貸借を推進するとともに、特例事業として行う
農地売買等事業の拡大を図ることが必要。
　また、国庫補助金の活用を図るほか、法人の経営安定を図り自立度を高めるため、自主財源の増収を図るとともに、事務の効率
化による経費削減を図ることが必要。

全体会議、個別訪問により市町等への
事業周知活動を実施した。

(4.0ha) (4.0ha)

前年度より増加したが、目標達成には
至らなかった。

４地域別の説明会を活用した事業説明
を実施した。

- 実施済み 実施済み 自己評価＝A

農家向けパンフレットを作成し、各種研
修会及び市町・JAを活用して各農家に
配布した。

自己評価＝B

(350人程度)

実施済み

(　-　) （実施） （実施）

相談窓口、農地の借受・貸出などの
業務委託の実施（業務の一部を委託
する）による事務の軽減

- 実施済み 実施済み 自己評価＝A

(　-　) （実施） （実施）

自己評価＝A

2回の借受希望者の募集、公表、情報
提供等、速やかに実施した。

自己評価＝A

関係機関に対して農地中間管理事業
及び農地売買等事業の資料を配付し
た。

５市町１農協と業務委託を実施した。

システムの導入により事務の軽減が図
られた。
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１　法人の概要（平成29年７月１日現在）

経営改善目標の達成に向けた取組状況

（ 様式３）

4 これまでの取組みについての総括・今後の取組みに向けた考え方
　<法人記入>

　<所管課記入>

5　第三セクター等改革推進部会の総合評価(及び今後の取組みに向けた意見)

 評価結果

法人記入者名 髙﨑　 明夫農業公社　 事務局長 　 農地課　 村井　 優子　 (県庁内線4478)

　全体会議、戸別訪問による市町関係機関等への事業周知活動を通じて、連携体制が強化され、事業の円滑な推進が図られて
きている点は評価できる。
　農地中間管理事業の貸借面積については、専従職員や現地駐在員の増員による体制強化で事業の浸透が進み、前年度実績
を上回ったことは評価できるが、目標の達成には至っていない。借受希望に対し、適した貸出農地が少ないことから、マッチングが
進まないことが要因と考えられる。そのため、平成29年度は農地の出し手に対して、事業周知、活用の働きかけを関係機関と連携
して図っていく必要がある。特に土地持ち非農家への働きかけを重点として、農業経営士協会、税理士会に対しても中間管理機
構の業務をPRし、広く事業浸透を進める必要がある。
　一方、農地売買等事業については、前年度実績と比較して、売買の件数・面積ともに大きく下回っている。公社の経営安定を図
るためにも、唯一の自己財源確保事業であるので、市町農業委員会に対し積極的な制度活用の働きかけを行うなど、地域の売買
ニーズ等を把握し取扱い面積の増加が図れるよう指導していく。

　平成25年4月1日に公益社団法人へ移行し、経営改善に務めているが、農地中間管理事業の３年目にあたり前年度より補助金
を活用したが、収支の状況は厳しい。
　農地中間管理事業については、専従職員や現地駐在員の増員により体制強化を図りながら、前年度同様6月・12月の2回借受
希望者の募集を行い、貸借のマッチングを進めた。平成28年度の借受は13市町、20.7㏊、貸出は13市町、17.1㏊となっている
が、目標達成には至らなかった。今後、パンフレットや農業公社ホームページを活用して農家等への一層の事業周知を進める。
　さらに平成28年度は年２回としていた借受希望の募集を今年度より通年募集にするとともに、現地駐在員を１名増やす等の体制
強化に取り組む。併せて、市町・農業委員会等と密接に連携しながら農地の出し手の情報を収集し、貸借面積の増加を図ってい
く。
　農地売買等事業については、職員が中途退職したことにより第３四半期までは現場活動が進まず目標達成には至らなかった。
第４四半期には現場活動を再開し、６件の農地約１㏊を取得したところであり、順調に売渡手続きを進めている。平成29年度から
は売買手数料を３％から４％に引き上げ、自己収益力を改善し、経営の安定に努めていく。

所管課記入者名
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経営改善目標(目標年度： 平成２ ８ 年度)

(法人名)  公益社団法人神奈川県農業公社 

１   社会情勢の変化に対応した今後の法人の使命・ 担うべき役割

本県農業においては、担い手の高齢化と減少が進んでおり、新たに農業経営を営もう とする

者の就農促進や農業生産の中核を担う 農業者の育成が必要となっている。このため、農業公社

は平成26年7月に県から農地中間管理機構の指定を受け、 農地の貸し借りにより担い手への農

地集積・ 集約化と農地の有効利用を促進する中核的な事業体と位置付けられている。 併せて、

農地中間管理機構の行う 特例事業として農地売買等事業を実施することで、効率的かつ安定的

な農業経営を強化促進していく ために重要な役割を担っている。  

２ 県が法人に期待する役割

担い手農家への農地集積・ 集約化と農地の有効活用は、担い手農家の規模拡大による経営

安定化や新規就農の促進に必要であるため、農地中間管理事業を積極的に展開し、県内都市農

業の持続的な発展に貢献することを期待する。  

３  法人運営における現状の課題

・  県内の農地集積の促進と農地の有効利用を図るため、 農地中間管理事業及び農地売買等事業

の一層の周知を図り、 事業量を増加させる必要がある。  

・  事業取扱量の増加による増収で法人の経営安定を図り、 自立度を高める必要がある。  

・  補助事業の適正な執行により運営活動経費を確保し、 経費削減を図る必要がある。  

・  事務の効率化により経費削減を図る必要がある。  

４  経営改善目標

【 県民サービスの向上等】  

① 市町村や農業関係団体との連携体制を強化し、事業実施の拡大を図る。 

 県との共同による市町等への事業周知活動                29市町、 農協等     

 人・ 農地プランの話し合い等を活用した事業説明          10回/年 

 農業委員会職員研修会等を活用した事業説明             ３ 回/年 

 県が主催する農協融資担当者説明会を活用した事業説明  350人程度 

② 上記関係機関との連携により、農地所有者及び農家への事業周知を行い、事業利用機会の拡充

を行う。 

 公社ホームページの充実（ 借受希望者の募集、 事業PRの情報提供等）

 市町村、 農業委員会、 Ｊ Ａ 等に対する最新事業資料の提供

 農地中間管理事業Ｐ Ｒパンフレッ ト の配布                   30, 000部  29市町 

③ 農地中間管理事業の貸借面積について、 県基本方針に則して拡大していく 。  

  26年度(見込) 27年度目標 28年度目標

貸借面積 ５ ha  150ha  150ha 
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【 収支健全化に向けた経営改善】  

① 農地売買等事業による売買事業量の増加を図り 、 手数料収入の増を図る。 

 農地売買等事業の売買面積について、 事業の主軸を農地中間管理事業にシフト したが25

年度目標面積3. 5haに比較して約1. 4割増を目指す。

  25年度実績 26年度(見込) 27年度目標 28年度目標

売買面積 2. 8ha  3. 5ha  4. 0ha  4. 0ha 

② 農地中間管理事業に係る事務の効率化 

 農地中間管理システムの導入による事務の軽減。（27年度以降導入予定） 

 相談窓口、 農地の借受け・ 貸付けなどの業務委託の実施（ 業務の一部を委託する） によ

る事務の軽減。 （ 27年度業務委託予定）

＊今後の経営見通し(正味財産経常増減額) 

25年度実積 26年度(見込)  27年度  28年度 

△ 6 , 2 5 0千円 △ 1 1 , 1 9 4千円 △ 4 , 7 3 5千円 △ 5 , 1 8 4千円

  ＊今後の県からの財政的支援の見込み

25年度実積 26年度(見込)  27年度  28年度   

12, 463千円 11, 897千円  39, 219千円 39, 219千円

５  その他特記事項
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